
〔日向市〕　特別養護老人ホーム　特例入所継続の要件該当の判定に関するフローチャート
令和7年2月作成

高齢者あんしん課　介護認定係

※平成27年4月１日以降に入所した者

要介護３～５　現入所者

【更新申請・区分変更申請】　要介護認定調査の実施

情報提供

施設内協議

①　要介護１.２であって、⑴～⑷のいずれかに該当する者

【特例入所継続対象者の（可能性がある）場合】

カンファレンスの開催

要介護認定結果を待つ。 入所者・家族と面談

②　特例入所継続対象に該当しない者

① 上表①に該当しない者。

② これまでの施設生活の中で、心身状態が改善した者。

要介護認定結果　➡　「要介護１又は要介護２」

入所者・家族と面談

高齢者あんしん課　協議

退　所

※様式6・7は、宮崎県ホームページに掲載されている「指定介護老人福祉施設等における入所の取扱いに関する指針について」を確認してください。

※その他　取扱いについて、宮崎県ホームページに掲載されている「指定介護老人福祉施設等における入所の取扱いに関する指針について」を確認してください。

要介護２以下の認定見込みの可能性あり
と"施設内で"判断した場合

介護支援専門員の
モニタリング

介護職員・看護職員等の
モニタリング

入所者の身体・精神状況、家族状況、介護状
況、環境等を総合的にモニタリングする。

入所者の身体・精神状況、家族状況、介護状
況、環境等を総合的に評価する。

施設長・生活相談員・介護主任・看護主任・介護支援専門員等
で、「特例入所継続対象と認められる者」に該当するかを検討
する。

高齢者あんしん課に”特例入所対象の可能性のある入居者”
の事前協議

施設内で協議した結果、「特例入所継続の必要性がある」と判断された場合、
介護支援専門員が直近の施設サービス計画書（写）を高齢者あんしん課に提示
し、事前協議を行う。 ⑴ 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や

意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

⑵ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行
動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。

生活相談員、介護主任、看護主任、介護支援専門員等で、「特例入所継続の必
要性」について、専門的な見地からの意見を求め、調整を図る。
➡　一次判定を勘案し、特例入所の要件該当の有無を検討する。

※高齢者あんしん課職員に、カンファレンスの同席を依頼する。

⑶ 介護者等による虐待・介護放棄が認められ、緊急の保護により入所
し、今後も心身の安全・安心の確保が必要であること。

⑷ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等に
よる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給
が不十分であること。

※身寄りがないもしくは家族等がいても、疎遠であるなど介護する者が
いない。

※在宅サービスの利用に必要な住環境がない、もしくは住環境が絶悪で
住宅改修ができない状態。

①　特例入所継続対象者の
可能性がある場合

②　要介護１又は要介護２に
改善したと見込まれる場合

要介護認定結果が確定したのち、入所者及び
家族に、特別養護老人ホーム入所継続が不可
の可能性があり、今後の生活の場（在宅復帰・
転所）を検討することになることを伝える。

①　特例入所継続対象者の場合
②　要介護１又は要介護２に

改善した場合

（様式7）入所継続意見照会書
高齢者あんしん課に提出

①入所者及び家族に、特別養護老人ホーム入
所継続ができない旨を伝え、今後の生活の場
（在宅復帰・転所）を検討する。

②退所先後の必要な助言及び適切な援助を行
う。
（※地域包括支援センターや居宅介護支援事
業所に入所者の状況を情報提供する。）

入所継続意見照会書
に関する意見書

高齢者あんしん課から施設通知

（様式６）特例入所対象者入所
（入所継続）決定報告書
高齢者あんしん課に提出

【施設サービス計画の実施状況の把握及び評価】

①モニタリングは、施設サービス計画作成後、入所者の解決すべき課

題の変化に留意することが重要。

②施設サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）に当たっては、

入所者及び家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこと。

③モニタリングを定期的に行う際に介護支援専門員だけで行うので

はなく、他職種からの評価を聴取するなどして、「チームモニタリング

機能」を発揮させる。

①（様式６）特例入所対象者入所（入所継続）決定報告書を提出時の添

付資料

　第１・２表　施設サービス計画書

　第３表　　　週間サービス計画書

　第４表　　　日課計画表

②入所継続意見照会書に関する意見書に、「特例入所期間」が定められ

ている場合は、第１表　施設サービス計画書の「総合的な援助の方針」

に「特例入所期間」を記載してください。

③特例入所期間満了３か月前から、特例入所の再継続の必要性につい

て施設内で協議し、高齢者あんしん課と協議する。

※高齢者あんしん課職員に、カンファレンスの同席を依頼する。


